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由良町上下水道課より大切なお知らせ　

    郵送にて通知をし郵送にて通知をし郵送にて通知をし郵送にて通知をし

    ます。ます。ます。ます。 　　　　　　　　

◇更新についてのお問い合わせ      
　由良町上下水道課                 
　TEL:0738-65-1804               

                                                                                                          

５年ごとの更新５年ごとの更新５年ごとの更新５年ごとの更新が必要になりましたが必要になりましたが必要になりましたが必要になりました

「水道法の一部を改正する法律」「水道法の一部を改正する法律」「水道法の一部を改正する法律」「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年１０月１日に施行されました。が、令和元年１０月１日に施行されました。が、令和元年１０月１日に施行されました。が、令和元年１０月１日に施行されました。　　　


